
「男女共同参画社会（ジェンダー平等社会）」とは、一人ひとりの人
間が性別にかかわらず、平等に責任や権利、機会を分かち合い、あ
らゆる物事を一緒に決め、一緒に責任を担うべき社会です。
男女共同参画社会基本法では「男女共同参画社会の実現は、21世
紀の日本の最重要課題」だと位置づけられています。また、SDGs
（持続可能な開発目標）でも、「ジェンダー平等を実現しよう」という
目標が５番目に位置付けられ、「男女共同参画社会（ジェンダー平等
社会）」の実現は国際的な課題でもあると言えます。
実際に、このような社会が実現したら、それぞれの豊かな視点による新しい技術や制度、製品やデザインな
どが次々に生まれてくることが期待されます。社会は革新的に変わることでしょう。
自らが職場で、家庭で、地域で、今までの生活や考え方を見直し、男女共同参画について少しでも考えるこ
とから新しい社会への第一歩が始まります。男女共同参画週間をきっかけに、ぜひ男女共同参画社会を考えて
みましょう。
小郡市は、令和５年度「第３次小郡市男女共同参画計画」を策定するため、今年度は市民アンケートによる実
態調査を行います。

配偶者や恋人からの暴力についての相談のほか、セクシュアル・ハラスメントや
仕事、地域、家庭のことなどさまざまな悩みに、専門の相談員が対応します。

No.451人権・部落問題シリーズ

　人権とは人間が人間らしく生きる権利ですが、いじめや
虐待など人権侵害を受けている人は、誰にも相談できずに
一人で悩みを抱え込みがちです。そんな時は人権擁護委員
にご相談ください。

　人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受けて活動する民間
のボランティアです。法務局と連携して、地域の皆さんか
らの人権相談を受け、問題解決のお手伝いや、人権侵害被
害者の救済、地域の皆さんに対する人権についての啓発活
動などを行っています。
●特設人権相談
　いじめや差別、DV（ドメスティックバイオレンス）など
に悩んでいる人は、人権擁護委員へご相談ください。相談
は無料で、秘密は守られます。
　月１回、人権教育啓発センターで「特設人権相談」を開設
しています。次の相談日は、７月15日（金）の午後１時～
４時です。
●人権意識を広める活動
　人権についての理解を深めてもらうために小・中学生対
象の人権教室や、人権作文コンテストの実施など、さまざ
まな啓発活動を行っています。
●人権侵害による被害者救済
　人権を侵害された人からの申告などを受け、法務局職員
と協力して調査・処理にあたります。調査により人権侵犯
が認められた場合は、救済措置などが行われます。

●みんなの人権110番　☎0570-003-110
　（平日午前８時30分～午後５時15分）
●女性の人権ホットライン　☎0570-070-810
　（平日午前８時30分～午後５時15分）

●子どもの人権110番　☎0120-007-110
　（平日午前８時30分～午後５時15分）
●外国語人権相談ダイヤル　☎0570-090-911
　（平日午前９時～午後５時）

●LINEによる人権相談　（平日午前８時30分～午後５時15分）
　QRコード、友だち追加ボタン、または検索ID「@snsjinkensoudan」から、
　公式アカウント「SNS人権相談」を友だち登録してご相談ください。
　※福岡県在住の人が対象

一人で悩まないで　人権擁護委員にご相談を
あなたの相談パートナー

人権・同和対策課人権・同和対策係　☎72-2111問

総務広報課男女共同参画推進室　☎72-2111問

６月23日～29日は男女共同参画週間です

男女共同参画社会ってなに？

配偶者や恋人からの暴力に悩んでいませんか？ひとりで悩まずに相談してください。

おごおり女性ホットライン  ☎092-513-7337
月～金曜日／午前10時～午後５時（祝日、12月29日～１月３日を除く）

「男だから、女だから」ではなく、それぞれの個性を尊重し自身の可能性を
信じて誰もが生きがいを感じられる、そんな社会を実現していくきっかけと
なるキャッチフレーズです。
男女共同参画週間をきっかけに、一人ひとりが自分らしさを発揮できる新
しい社会をめざしていきましょう。

令和４年度　男女共同参画週間キャッチフレーズ
「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ

名前
山下　健志
有川　政次
永利　眞由美
寺松　明美
川野　裕佳子
林田　一徳
山田　則行
坂田　富美子

小学校区
東野校区
大原校区
味坂校区
立石校区

のぞみが丘校区
小郡校区
御原校区
三国校区

どんな活動をしているの？

　電話やSNSで相談を受け付けています。最寄りの法務局職員または人権擁護委員が相談に応じま
す。相談は無料で、秘密は守られます。

電話やSNS（LINE）で人権相談ができます

各小学校区で１人の人権擁護委員が
活動しています

６月１日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員法が昭和24年６月１日に施行されたことを記念して、毎年６月１日を
「人権擁護委員の日」と定め、人権擁護委員の存在を周知するとともに、人権尊重の大切さを呼びかけています。
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